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北海道学芸大学岩見沢分校史学研究室

Ｊｉｒｏ ＳＡ工Ｔｏ： Ｄｅｒ ｂｙｚａｎｔｉｎｉｓｃｈｅ Ｋａｉｓｅｒ

（１）

西欧中世世界は二つの異質的なものとの対立のなかにこれを克服して西欧近世に移行した。一つ

はイスラムとの対決であり、 他の一つはビザンチンとの抗争である。 そして前者との対立関係は瞬

時にして解決せられたのであるが、 後者のそれは継続であった点で、 ビザソチ帝国の終減が東方ト

ルコによってなされたとはいえ、 同帝国の生命に非常に大きなか わりを持つものであった。

本来ローマ帝国の繁栄の物質的基礎は属州にあったのであるから、 征服戦争の終了とともに経済

的重心は東方の属州に移ることになるのは当然であった。 Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎ による遷都はこの事実の承

認をも意味するものであった。ｌｉ５世紀における西ローマ帝国の滅亡はこの東ローマの優位をその

後の西欧諸国に対して保持する契機となり、 東ローマは一面においてローマの伝統を保持するとと

もに、 他面その地理的、 政治的関係よりするオリエント的要素とを以て中世を通じて独自の存在た

ることを得た。

　

ローマ帝国の故地の上にゲルマンという新しい要素を主体として形成された西欧諸国が文学、 美

術等におけるビザンチンの功績を充分認められながら、 なおビザンチンを異質的なもの、 対立的な

もの、 しかも鞭しめられるべきものとしてみたことは当然であろう。 特にビザンチンの政治に対す

る批判は啓蒙思想家においてきびしかった。 Ｍｏｎｔｅｓｑｕｉｅｕ によると－－ 「ギリシャ帝国の歴史は

反乱、 ー擬、 不忠のかたまりであって、 国民が君主に忠誠をつくすという観念がなかったばかりで

なく、 皇后の腹から生れてやがで皇位を嗣ぐものｐｏｒｐｈｙｒｏｇ６ｎｅｔｅという特別の語があるくらい皇

統を嗣ぐものは少なかった。 皇帝になるためにはどんな道でもいいとされた。」
２）

　

註

　

１） Ｌｅｖｔｃｌ・ｅｎｋｏ：Ｈｙｚａｎｃｅ．Ｄｅｓｏｎｇｌｎｅｓａ１４５３．１９４９，Ｐ．１０．

　　　　

２） Ｍｏｎｔｅｓｑｕｉｅｕ：ＣｏｎｓｉｄｒａｔｉｏｎｓｕｒｌｅｓｃａｕｓｅｓｄｅｌａｇｒａｎｄｅｕｒｄｅｓＲｏｍａｉｎｓ，１７３４．（Ｇａｒｎｉｅｒ版、

　　　　　

１９５４．ｐ．１２１），

（２）

　

Ｍｏｎｔｅｓｑｕｉｅｕは、 以上のような忌むべき内容のビザンチン史がしかも１０００年もの長きにわたって

存続し得たのは、 ビザンチンの強敵たるアラヴ人の内証、 「ギリシア火」 の発明及びこの新兵器の

秘密を保持し得たこと、 Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ における繁栄せる貿易、 ドナウ地方に野蛮族が定着する

ようになって、 それが新たな侵入者に対する防壁の役割を果したこと等の外部的事情 に 帰してい

る。１）ビザンチンがその独自の存在を保ち得たについては、 外部的状勢も勿論であるが西欧世界と

東方オリエント世界との中間に位して異質的なものを自己の中に育成したことによるものであるこ

とも考えなければならない。 それが何であるかについてＵｓｐｅｎｓｋｙは三つのものをあげている。
２）
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－－｛１｝ラテン語を完全に廃止して次第にギリシア語に変えたこと。｛２１政治的主権を求める国民の斗

争。 圏美術及び文学の領域における新しい特殊なものの創造。 われわれは宗教その他いくつかのも

のをこれにつけ加えなければならないと思うが、 それらのうちで最も重要なものは統治体制の問題

であろう。

　

周知の如く Ｍｏｎｔｅｓｑｕｉｅｕ は政体について、 主権の存在と法との関係において共和政、 君主政、

専制政の三をあげ、 前二者に対して後者は当然簾しめらるべきものとして描いている。 即ち専制政

体においては、 共和政における徳政、 君主政における名誉に比敵するものは恐怖であって、 そこで

は徳性は不必要であり名誉はかえって有害であるとされる。専制政体では人間は意欲する被造物に

服従する被造物である。３）叉そこでは唯一人による統治という点では君主政と同じであるが、 君主

政とちがって法も規範もなく万事は自己の意志と気まぐれによって導かれわずかに宗教が法の一種

の受託所の代用をなしているにすぎない。
４）かくて専制政体は原理そのものが腐敗しているのであ

るからなにか偶発的な原因がその原理．の腐敗を妨げてくれない限りその内面的欠陥のために滅びざ

るを得ない。 専制政体が維持できるのは風土、 宗教、 位置、 人民の天性から導き出される若干の情

勢がこの政体を或 る秩序に従い 或る規則に服することを強制するときに限るという。
５） Ｍｏｎｔｅｓ‐

ｑｕｉｅｕ の理想としたのは民主主義的共和国家であったのであるが、 当時の ａｎｃｉｅｎ ｒｅｇｉｍｅ におけ

るフランス君主制の専政制への堕落の傾向を防止しようとするところからイギリスの立憲君主制を

現実的理想像と考えたのであった。
６月皮のビザンチンに対する痛烈な誹議はこのような観点からな

されたものであり、 結果的にはビザンチン国家は彼によって専制国家とみられたことを示すもので

あるといえよう。

　

ビザンチン国家が専制国家であったかどうかということについてはビザンチンにおける皇帝の地

位をみなければならない。

　

ビザンチンにおける帝制の特色の一つは Ｍｉｔｋａｉｓｅｒ の存在である。 即ち２人以上の皇帝一時に

は５人の場合もあった－が同時にしかも対立抗争の姿においてでなく存在したということである。

この制度は Ｄｉｏｋｌｅｔｉａｎ 帝がその広大な領土の組織的統治のために、 そして叉ギリシア的東方とラ

テン的西方との間にある差異を認めて２人の Ａｕｇｕｓｔｕｓ（正帝） と２人の Ｃａｅｓａｒ （副帝） とを設

けたのに始まったのであるが、 この際４人はいずれも一つの帝国の支配者と考えられ、 政府の法令

も４人の名において公布された。

　

ビザンチンの皇帝はローマの Ｐｒｉｎｃｅｐｓ を継ぐという共和的性格と、 他面やはりローマ帝国皇帝

に出目する皇帝神聖観との一見相矛盾した性格をも持っているが、 そのいずれもが広大な領域と数

多い異民族を統一統治するという現実の必要から生れたものであった。 ところでビザンチン世界を

特に西欧世界と区別するものは Ｈｅｌｌｅｎｉｓｍ であるとせられるのであるが、 Ｈｅｌｌｅｎｉｓｍ の中核たる

ギリシア語は帝国統一の手段としては必ずしも普遍的なものではなかった。 小アジアの西部やバル

カンは別として、 特にシリアにおいては、 ギリシア語は一般民衆の言語でなかったことは勿論、 教

養ある人々の間でも話されなかった。 そこでは、 シリア語叉はアラヴ語のみが行われたといってよ

い。７）かくて言語による一体化は望まれず、 これに代るものは政治的、 宗教的なものに求められな

ければならなかった。

　

註

　

１） Ｍｏｎｔｅｓｑｕｉｅｕ；ｉｂｉｄ．ｐ．１３２一１３４．

　　　

２） Ｕｓｐｅｎｓｋｙ：Ｔｈｅ Ｈｉｓｔｏｌ・ｙｏｆｔｈｅ Ｂｙｚａｎｔｉｎｅ Ｂｍｐｉｌ・ｅ，１９１４．ｐ．４０．

　　　

３） モンテスキュー：法の精神 （河田書房、世界大思想全集版） 第３篇第９、１０章．

　　　

４） モンテスキュー：同上、第２篇第１、４章．

　　　

５） モンテスキュー：同上、 第８篇第１０章．

　　　

６） 原田銅：西洋政治思想史、２
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７） Ｖａｓｉｌｉｅｖ：Ｈｉｓｔｏｒｙｏｆｔｈｅ Ｂｙｚａｎｔｉｎｅ Ｅｍｐｉｒｅ．１９５２．ｐ．８９．

（３）

　

宗教的権威としてのビザンチン皇帝－－ビザンチン帝国の西欧に対する貢献の一つは、 ビザンチ

ンがイスラムに対する堅固な防塁であり叉有力な橋頭墾であったことであるが、 他方キリスト教の
分派を形成することによって西欧特にローマ法王と対立した。 それにしてもキリスト教とのかふわ

りあいはビザンチンの皇帝に独特な宗教的性格を附与することとなった。 ビザンチン帝国の開祖と
考えられる

　

Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎ 大帝のミラノ勅令はそのま 帝のキリスト教信仰を語るものではないにし

ても、１）公認されたキリスト教はそのことによって帝国の皇帝権の精神的支柱としての役割を持た
されることになった。 もともとローマの Ｓｅｎａｔ は民政、 神事を担当していたのであるが、 ニケー

ア会議以後は Ｓｅｎａｔ から神事関係は除かれて独立し、 しかも Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎ 大帝は僧侶の宗教会議
出席の旅費を支払い叉帝国の郵便制度をも使用せしめることによって会議の主導権を握り、 会議の
決定事項は元老院の決議と同様皇帝の同意によって有効になるものとした。

２）既に

　

Ｄｉｏｋｌｅｔｉａｎ 帝
はササン朝ペルシアの宮廷の風をとって脆拝を行わしめたのであったが、 帝国の思想統一のため皇

帝の出目を神聖なものとすることをも考え彼自らはＪｕｐｉｔｅｒの後蕩と称した。 以後これにならって

Ｍａｘｉｍｉｌｌｉａｎ帝は Ｈｅｒｃｕｌｅｓを、 Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｕｓ帝は Ａｐｏｌｌｏ をその先祖なりとした。
３）Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎ

大帝は Ｄｉｏｋｌｅｔｉａｎ 帝の業を継承したのではあったが、 その中央集権政治推進のためには従来の皇
帝崇拝は適切なものではないとし、 むＬるみずから神であるとすることをやめてキリスト教におけ

る神の 「摂政」 となることによって教会の力をその背に持つことの方を採った。４）勿論皇帝権と教

会権との衝突がないわけではなかったのであるが、 そのような対立関係よりは国家と教会との結合
による統一的行動の方が特徴的でありそこから皇帝の敵、 異端に対抗する協力が生れた。 しかもこ
の関係における皇帝の優位はビザンチンの全時代を通じて変らなかった。皇帝の発する種々の文書
の中にあらわれる皇帝の呼称のうち、 皇帝が神に恭順の意を表しキリストの意志に従うという意味

の みり‘とｅてｅｐα ガｅ〕びｇ魚群 も皇帝が神に責任を感じているという宗教的な考えに基くものであり、
かくてかつて神託が座子の口を通して神意を告げたのと同じように皇帝の口を通して神の命令が語

られるのであると考える。
５）ＮｏｖｅｌｌｅやＣｈｒｙｓｏｂｕｌｌに附せられたその前文ともいうべきＰｒｏｏｉｍｉｏｎ

はその本女に対する装飾の用をなしているものであるが、 それを西欧の同様のものに比較してみる

と用語、 体裁等著るしく周到であるとともに、 ビザンチンの皇帝思想をも物語っている。 即ち皇帝
の権力は神から直接受けたもので、 皇帝は

　

≠と謬り↑）ザｇｏｏ

　

即ち神の模倣者ということであり、 皇帝

を太陽に比較するとし・う考えは既に見られなくなっている。
６）しかし、 神に接近している皇帝は、

オリエントのそれの如き暴力的専制君主としてあるのではなく、 Ａｕｇｕｓｔｕｓ によってつくられた、
Ｐｒｉｎｃｉｐａｔｕｓ の伝統は皇帝にもう一つの理想像を持たしめた。 即ちＭａｒｋｉａｎ 帝 （４５０一４５７）がその

Ｎｏｖｅｌｌｅ において－－ 「人類の幸福のために準備することがわれわれの関心事である。 われわれの

支配のもとにあるものはすべてわれわれの軍隊の庇護のもとに敵の攻撃から免かれ、 叉戦争のない
時には人々が安穏な生活をたのしむことができるように日夜たゆまず努力することがわれわれの目
標である」 と記している如く、７）つねに国民に対する配慮ということが皇帝の重要な任務とせられ
た。 更に、 このことからビザンチンの皇帝に関して、 称讃さるべき性格としての 愛ぇαし物のだそα と

６ｄｄｅβ”α とがあげられてくる。

　

４世紀の哲学者、 修辞学者 Ｔｈｅｍｉｓｔｅｕｓ によると 荻ぇαし鉢の霧α（仁慈）は君主の性格を知る試
金石ともいうべきものであって、 どんないい性格でもこれが加わると更に一段と尊厳さを増す刻印
であり、 民衆が街路や公衆浴場でする世間話にも皇帝に希望するところは結局 ばαシあの冗たてとい

－
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うことであった。 しかも ばαン命の旧αは神と共有し得る億であって、 われわれは生命の長さや力

の大きさでは神にはかなわないが仁慈という点では神をまねることができる。 皇帝も 「仁慈」▲によ

って神に似たものになることができるのである。 たとえば刑罰は犯罪者に対する薬のようなもので

あるが、 死刑となると犯罪者と、いう病気から癒える望みを全くとり去ってしまう。 従って皇帝の特

権は犯罪者に慈悲を与える口実をさがすことである。 裁判官の任務は法律を厳正に施行することに

あるが、 法律の主としての皇帝の徳は法律をさえ訂正する権能を保持することにある。 神がこの世

に皇帝を送ったのは動きのとれない法律から人々を護るためである。Ｔｈｅｍｉｓｔｅｕｓは 魂スαヂｐｐ病α

についてこのように語っている。
８ｉ

　

ｅ肪泊”α （敬度） について－－Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ はその地理的位置の上からも、 叉Ｔｈｅｏｄｏｓｉｕｓｌｌ

によってつくられた城壁の堅固さからいってもその防衛に関しては絶好の状態にあったのであるが

それでもスラヴ人、 アラヴ人、 アヴアル人、 ブルガリア人等相ついで来襲してはこれを脅かした。

これらの外族の危機に関してキリスト教は大きな役割を演じた。 ビザンチンにおいては首都さえ敵

にとられなければたとえ敵が国内に侵入Ｌても復旧は可能であるということが信ぜられていたが、

特に皇帝や主教等はその根拠を超自然のものに置いた。 即ち殉教聖徒の遺体叉は遺物が首郡を護る

という考えであって、 そのために彼等は、 できるだけ多くのそれらの遺体遺物を蒐めることに努め

た。
９）特に９４４年に Ｊｏｈｎ Ｃｕｒｃｕａｓ が Ｅｄｅｓｓａ 王 Ａｂｇａｒの持っていた有名なキリストの肖像を首

都に持ち帰ったことは市民を非常に喜ばせ、 彼等はこれで首都が一段と力を獲得したことになり永

久に安全であり侵掠されることがないものと信じた。
１０｝しかし Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅ域こおいてその正統

の守護神とせられたのは「祝福された処女」（ｔｈｅＢ１ｅｓｓｅｄＶｉｒｇｉｎ）であって、いわばＫ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ

は彼の女の市であり従って市民の祈りも数世紀を通じておなじ「汝の市をまもりたまえ」 という言

葉でなされた。 Ｖｉｒｇｉｎ に捧げられた教会がたくさん建てられたが、 それらの中心と考えられたの

が Ｂ１ａｃｈｅｒｎａｅにあるそれであって、 皇帝も主教も高官も市民も公私ともにいいことがあればこ

にかけつけて神とマリアに感謝を捧げ、 反対に不幸があればその重荷をはらうために祈った。 この

ように処女マリアの崇拝は Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌの市民の間に徹底していたところから、 マリアもまた

市民とともにあることを望んでいたと市民は考えた。 かくて次のような伝説さえ生れた。 －Ｌｅｏｌｌｌ

によって偶像崇拝禁止が行われたとき主教はマリアの像が破壊されることをおそれてこれをローマ

に移した。 ローマでは法王は喜んでこれを Ｓｔ．Ｐｅｔｅｒ寺に納めた。 ところがビザンチンの宗教政策

が変って偶像崇拝が復活されたときローマではまだこのことを知らなかったのであるが、 マリアは

ビザンチンに帰るべきことを知って、 像をく っていたところから自分で離れて海に出て一夜と一

日で Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌに帰りついたという。 このようなマリアに対する徹底的な信仰は帝国の最後

まで失 つれなかった。
１１）

　

このマリア崇拝は Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ特有のものであるが、 キリスト教そのものは都部を問わず浸

潤していたと考えられる。 それは主としては皇帝の帝国統治の重要な政策の結果であったといえよ

う。ｊｕｓｔｉｎｉａｎ の 「信仰に関して首都の市民に告げる勅令」（５５４） には次のような表現が用いられ

ている。１２）－－ 「全人類にとって第一のそして最大の賜物はキリスト教の信仰箇条であり、 従って

それは全世界にうちたてられ、 すべての僧侶は一つにされて説教も‘鰍一躍も同じ言葉でなされるよう

になり、 叉異端者のする申し開きはすべて無意味なものになるようにしなければならない。 この政

策は既にしばしば出された宣言や勅令でふ桁Ｌておいたのであるが、 異端者は神を恐れるという気

持がなく叉峻厳な法のもつ罰という考えも持ってはおらず悪魔の手助けに狂奔して単純な民衆をあ

ざむいて神の正統な教会とは矛盾する不法な集会をひそかにっゞけている以上、 われわれはこの勅

令によって、 彼等がその馬鹿げた異端をやめ、 好計によって人々のたましいを死なしめる こ との
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ないように、 そして本当の教義が尊敬されすべての異端者が神の神聖な教会に戻るように勧告する

ことはわれわれの義務であると考える。 だからわれわれは不法な集会を催すもの或いはかれらと交

わるものには法に定められた刑罰を凡ゆる可能な方法によって適用することを命ずる。」この場合異

端と判定する規準は Ｊｕｓｔｉｎｉａｎの考え如何にかふっていたのであり、 この点でビザンチンの宗教に

おける皇帝の役割は西方における法のそれに比すべきものであった。 即ち皇帝は教義を決定し、 主

教をはじめ、 教会の高識者を決定する権能を持っていたのであるが、 それはひとえにｌｕｓｔｉｎｉａｎ の

Ｎｏｖｅｌｌｅ にみる如く 「清らかな手と聖化されたたましいの持主 （聖職者） が帝国のために祈るなら

ば、 神のおかげをもって軍隊はもっと強くなり、 帝国の財産はもっと大きくなり、 農業も商業もも

っと栄えるであろう」１３）という政治的立場より生れた方向であった。

　

しかしながらキリスト教の迷信的ともいうべき弘布と皇帝の純政治的宗教政策とは何の媒介もな

しに直結したのではなかった。 こ に６卿弟”α （敬度） が皇帝の属性として要請された。 こ に

いう敬度とはその宗教的言動に関してであって内面的なものには特にか わらない。Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎは

首都に 「使徒の教会」（Ｃｈｕｒｃｈｏｆｔｈｅ Ａｐｏｓｔｌｅｓ） 及び Ｓｔ．ｌｒｅｎｅ 寺を建て、 叉 Ｓｔ，Ｓｏｐｈｉａ 寺の

完成は次のＫｏｎｓａｎｔｉｕｓ帝によったのであるがその基礎をおいたのは帝であったし、 更にローマに

Ｓｔ． Ｐｅｔｅｒ 寺、 Ｌａｔｅｒａｎ 寺、 エルサレムに 「聖墓寺」（Ｃｈｕｒｃｈｏｆｔｈｅ Ｈｏｌｙｓｅｐｕｌｃｈｒｅ） を、 ０ｌｉｖｅ

山に 「昇天寺」（Ｃｈｕｒｃｈｏｆｔｈｅ Ａｓｃｅｎｓｉｏｎ） を、 ベッレヘムに 「降誕寺」（Ｃｈｕｒｃｈｏｆ Ｎａｔｉｖｉｔｙ）を

も建立している。 「背教者」 Ｊｕｌｉａｎ によってキリスト教が否定せられ太陽崇拝がとりあげられた

のであるが、 その後 Ａｒｉｕｓ 派と Ａｔｈａｎａｓｉｕｓ 派の争い、 偶像崇拝禁止をめくる紛争はあったにし

ても、 帝国の全時代を通じて帝国の宗教としてのキリスト教の地位は揺がなかった。 而してその首

長としての皇帝は単に権威をもって帝国のキリスト教徒に臨むだけでなく、 皇帝としてのキリスト

教徒的行動がおのずから「敬度」として要請せられるようになった。 皇帝はその「敬愛」をあらわすた

めには長たらしい儀式の間立ち通しで椅子につかず叉福音書を読むのが終っても教会を出ないで勤

行が終るまで宝石をちりばめた重い式服をつけているべきものとされた。
１４）さきの 愛スαン″ｐｐｍα

とともにこのき向き建とα がビザンチンのすべての皇帝につねに理想的態度として意識されていたわ

けではないにしても、 ビザンチンの統治形態をして西欧と異ならしめた重要な要素と考えてよかろ

う。
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さきにみた如き ビザンチンの皇位継承における

　

Ｍｉｔｋａｉｓｅｒ

　

の存在を考慮にいれて計算すると、
Ｋｏｎｓｔａｎｔｉｎ 大帝から最後のＫ０ｎｓｔａｎｔｉｎＸＩにいたる約１１２０年間に存在した皇帝の平均在位年数は
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１３年弱となる。 これをローマ帝国皇帝の平均９年弱、 Ｋａｒｌ大帝以後１５世紀中葉にいたるドイツ王の

１８年に比すれば必ずしも著しい差があるとはいい難く、 更にドイツとの比較のために９－１５世紀の

期間をとってみると王朝の交替はむしろビザンチンの方が少い。（ドイツ １‐４ビザンチン８）。しかし

その内容に於ては

　

Ｍｏｎｔｅｓｑｕｉｅｕ の指摘したような事実の存在を否定するわけにはいかない。 即ち

９２人の皇帝のうち、 即位では合法的手段によるもの４７人、 非合法手段によるもの４５人がかぞえられ

る。１）ビザンチンの皇位のこのような浮動性は中国における如き専制政治そのものの存在を示すも

のではなく、 むしろ皇帝の地位にまつわる特殊の慣行－皇帝選立という民主的原則によるものであ

ると考えられる。

Ｊｅｌｌｉｎｅｃｋ は、 ビザンチン国家を以て 「国家に対しては個人は全く独立の存在を有せずという語

が該当し得べき唯一の国家」 であり、 「西欧諸国の歴史に於て個人に対する抑圧の大なりしこと未

だこの時代の国家の如く甚だしきはなく……個人は僅かに保護甚だ不完全なる私権を有するに止ま

り、 国家に参与することもなく叉国家に対する自由をも有せず……」２）と評している。 事実ロ【マ

共和政時代叉は帝政時代と比較してみると、 ビザンチンでは移転、 職業選択、 契約、 信教、 結社等

の自由が禁止若くは制限せられ、 叉残虐刑が施行されるなど、３）ローマ時代の自由精神の廃退とみ

るべきものをとどめている。 これは３世紀中葉における約半世紀間の無政府状態の現出が与って力

あるものであったが、 少くも政治連用の面においては必ずしもローマ的伝統を全面的に忘れ去った

ものといいがたい。 ビザンチン皇帝のもつ絶対君主的傾向は蔽いがたいのではあるが、 それは君主

による広域国家の統治の必要と国民の側よりのローマ的伝統の保持の要望とのギアツプにおける不

可避的な傾斜とみるべきであって、 いわゆるオリエント的絶対君主或いは近代西欧諸国の絶対君主

と同類視することは適当ではなかろう。

　

元来、 斗争のうちに共和政を獲得したローマ人が、 王政を嫌悪するところを洞察したところに、

Ａｕｇｕｓｔｕｓの Ｐｒｉｎｃｉｐａｔｕｓが成立したのであり、 そこでは皇帝は法律の枠内にあるものと考えられ

皇帝といえども特に個別的に法律や元老院議決からの免除をえているのでなければそれに従う義務

があった。 それが３世紀の初め頃から 「皇帝は法律の拘束を受けず」 という原則が行われるように

なったのであるが、 「法律をつくるものがそれと均しい威厳をもって法律に従うのは適当である」

とする Ｐａｕｌｕｓ の言の如く、 皇帝は自ら進んで法律に従う態度に出た。４） ビザンチンの皇帝が絶

対君主的傾向にありながらビザンチン全史を通じて選立による即位を原則としたことはそのような

ローマ的伝統の強さを示すものである。

　

皇帝選立の原則の基本概念は人民主権ということに帰せられる。勿論ビザンチンにおける人民主

権は個人の人権という概念に基く明確な政治体系の中に展開せられたものでなく Ｓｅｎａｔ、軍隊、都市

の民衆という限定された且つ不安定な要素の上に立つものではあったが、 それは ＫａｒａｙａｎｎｏＰｕｌｏｓ

のいうよ 封こＪｕｓｔｉｎｉａｎ以後は皇帝の宗教的権威に席をゆずってしまった５）とはいいがたい。

　

（１１Ｓｅｎａｔ

　　

ローマ時代においてはＳｅｎａｔはかつて政務官であったものによって構成せられ且つ

政務官の上級機関として行政の実権を掌握していたのであったが、 Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎ 大帝は遷都にあた

り元老院議員貴族の代表者を Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｌｅ に 移 し更 にｉｌｌｕｓｔｒｅｓ、 ｓｐｅｃｔａｂｉｌｅｓ、 ｃｌａｒｉｓｓｉｍｉ と称

せられる高級官僚にもその途を開いた。 ４世紀半ば頃におけるその数は２０００人とされている。６）

　

Ａｎａｓｔａｓｉｏｓｌ （４９１一５１８） はブルガリア人、 セルビア人の侵入に備えて長域を構築 （実効はなか

った） したり、 トラキアにおける

　

Ｖｉｔａｌｉａｎ の叛乱を鎮圧したり、 叉４世紀以来特に都市の貧民階

級にとって過重負担であった税 「Ｃ１・ｒｙｓａｒｇｙｒｏｎ」 を廃止して代 明こ農民、 地主の負担する一種の

地租 「Ｃｈｒｙｓｏｔｅｌｅｉａ」 を設けたり、
７） 或いは ｃｉｒｃｕｓ における人戦のた＞かいを禁止したりして或

る意味では 「Ｃｉｖｉｌ‐ｓｅｒｖａｎｔ」８１であった。 しかし帝の宗教的偏り （単性論） と商工業者保護の政策
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とはカトリック派及び地主階級の提携せる反撃を受けてその地位を失った。 この際の指導者は元老

院議員貴族であり、 当然次の Ｊｕｓｔｉｎ 帝の即位は彼等の擁立によるものとなった。Ｊｕｓｔｉｎの甥であ

り叉青党の領袖でもあった Ｊｕｓｔｉｎｉａｎ は Ｓｅｎａｔ びいきで、 ５３７年にはその数を増し叉元老院を最

高裁判所とした。 しかし大帝は同時：にその中央集権制確立のたてまえから大土地所有者を制御する

ことを必要と認め或いは相続問題に干渉し、 偽証に基く財産を没収し、 強制的に叉は詐術によって

皇帝に財産を贈与させ、 或いは教会所有地をとりあげるために宗教紛争を煽動する等執勘に大土地

所有の破壊をねらった。｛）帝のこの政策は完全には遂行されなかったのであるが、 これに対する反

動は彼の死後 Ｓｅｎａｔ の優勢化となって現れ、それ以後マケドニア朝の出現まで続いた。 Ｈｅｒａｋｌｅｉｏｓ

帝（６１０一６４１） のごときは Ｓｅａｎｔ の全くの健傷で、 Ｓｅｎａｔ は８世紀初期にいたる 約 一世 紀 の

Ｈｅｒａｋｌｅｉｏｓ

　

朝を通じて御前会議として叉最高法廷としての役割を果たし、 特に皇帝の選立には影

響を持った。 Ｈｅｒａｋｌｏｎａｓ 帝 （６４１） の如きは Ｓｅｎａｔ によって鼻刑１０）にされた上廃位された。 次の
Ｋ０ｎｓｔａｎｓｌｌ 帝 （６４１一６６８） は 即位にあたって将来とも 「国民の幸福のための忠告者であり法律顧
問」 であることを Ｓｅｎａｔ に要請 した。

１１）

　

しかし９世紀半ばより約２世紀の間のマケ ドニア朝は、 ビザンチン帝政の最盛期を展開し、 特に

ＬｅｏｎＶＩ帝（８８６一９１２）によって国家のあらゆる方面における皇帝の独裁が確立された。 皇帝は神に
よって選ばれたもの、 すべての政治の最高者、 軍隊の最高指揮者、 最高の裁判官、 立法者、 教会の
庇護者、 正しい信仰の保護者であり、 もし皇帝の言動を制肘するものがあるとすればそれは道徳習
慣のみであるということが立法化された。

１２）このような皇帝原理の強烈な宣言は前帝 Ｂａｓｉｌｌ のア

ラヴ人、 ブルガリア人、 ロシア人等の帝国東部及び北部の外族との戦における勝利が与って力があ

ったものと思われる。かくて権力は皇帝と彼をめぐる官僚及び軍事貴族の手に帰し、Ｓｅｎａｔは法律

起案に関する権利を奪われ皇帝の出す法令の従順な立会人にすぎないものとなってその政治的意義

を殆ど喪失してしまった。 それはまさに Ｈｉｔｌｅｒ の Ｒｅｉｃｈｓｔａｇ に近い存在であった。
１３）

　

マケドニア朝にっゞくデュカス朝時代 （１０５９一１０７８） になると、 皇室の背景が首都の非軍人貴族

（Ｚｉｖｉｌｚｌｄｅｌ） であったところから、 その地位を確立するために首都の市民の広汎な層を元老院議員

の階級に入れたので議員の数は数万になったと伝えられている。
１４）即ちこの時代になると Ｓｅｎａｔの

稀少価値はなくなり単なる栄誉的地位にすぎなくなってしまったものと考えられる。 デュカス朝最

後の皇帝 Ｎｉｋｅｐｈｏｒｏｓｍ （１０７８一１０８１） の短い統治は内乱の連続であったが、 それは Ｓｅｎａｔの支配

の崩壊のあとをうずめる将軍達の支配権争奪のためのものであった。 しかし Ｓｅｎａｔはその特権的地

位を諦めたわけではなく、 ゴムネネ朝最初の皇帝 Ａ１ｅｘｉｏｓｌ （１０８１一１１１８） の時代にはＳｅｎａｔは旧

権快復のために反 Ａ１ｅｘｉｏｓ の陰謀に加わった。 この紛争の渦中に、 帝はノルマンの侵穂に対する

ために首都を離れなければならないという事態が起ったときその留守の全権を Ｓｅｎａｔにも首都の知

事にも与えずその母に委ねた１５）ということは、 Ｓｅｎａｔ の政治的没落がもはや決定的であったことを

物語るものであろう。

　

｛２｝軍隊－－初期の軍隊は本質的には辺境軍で別に機動的な軍隊や強力な予備隊を持っていなかっ

たので、 ３世紀の帝国の危機に際しては完全にその無力を暴露した。 Ｄｉｏｋｌｅｔｉａｎ帝及びＫ０ｎｓｔａｎｔｉｎ

帝は一面に於ては外敵の侵入に対する予備軍として、 叉他面革命に対する皇帝権力の支柱として強

力な機動力のある軍隊を必要として ｅｘｅｒｃｉｔｕｓｃｏｍｉｔａｔｅｎｓｉｓ をつくったが、 国境守備の方は軍務

とひきかえに土地を得て定住するｌｉｍｉｔａｎｅｉをして担当せしめた。
１６）しかし６世紀から７世紀にかけ

ての帝国の危機は同時に軍紀の頗廃をもたらし、 叉政府が俸給支払を渋ったことも手伝って軍隊を

大いに動揺させた。 特に６０２年にドナウ対岸の陣地で越冬することを命ぜられた軍隊はこれを不満

とし、 混血の異族出身の下級将校Ｐｈｏｋａｓを強いて首都に殺到し、 当時政府と抗争しっ あった市
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民の両党 （青党と緑党） と合体しＳｅｎａｔもこれに呼応して

　

Ｐｈｏｋａｓ を即位せしめるにいたった。

　

東ゴー トの民族移動の波をやりすごした ビザンチンはひきつゞきペルシア、 ブルガリア、 スラヴ

の侵入を受けたが、 Ｊｕｓｔｉｎｉａｎ は帝国の主たる敵をゲルマンとしてこれに全力をそ＞いだので帝国

の東部及び北部の防衛は閑却せられ、 特に東方のペルシアは英主ＣｈｏｒｒｏｅｓＮｕｓｈｉｒｖａｎのもとに地

中海岸にまで進出した。 帝は漸くにしてこれと５年間の休戦条約をえたがそれには多額の償金を投

ぜざるを得なかった。 この条約は５０年間に更新されたが、 それも年々多くの金を供与するという条

件においてであった。 更に北方ではスラヴ人、 ブルガリア人の集団が年々ドナウを越えて侵入して

南下し、 バルカン半島におけるビザンチンの重要な都市である Ｔｈｅｓｓａｌｏｎｉｋａ のごときはスラ ヴ人

の主要な根拠地の一つにさえなった。帝国の軍隊はこれと死斗しドナウの向うに押し返したが全面

的に，駆遂するにいたらず、 スラヴ人のバルカンにおける残存は６世紀末及び７世紀初期における帝

国にとって非常に重要な問題の一つとなった。１７’

　

東方においても７世紀にペルシアが東方履州の要市 Ａｎｔｉｏｃｈを占領更に Ｄａｍａｓｃｕｓ、 Ｓｙｒｉａをも

占領、ｊｅｒｕｓａｌｅｍ を包囲荒掠し、 ６万のキリスト教徒を虐殺したばかりでなく、 小亜を西進して、

Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ の対岸 Ｃｈｒｙｓｏｐｏｌｉｓ の近くに布陣するにいたった。 ペルシアの別軍はヱジプトに

向い Ａ１ｅｘａｎｄｒｉａ を陥落せしめ、 このため食糧の供給を絶たれた Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏＰｅｌの経済状態は重

大な影響を受けた。 これに対して Ｈｅｒａｋｌｅｉｏｓ 帝はみずから小亜に渡り多数の兵士を徴募してこれ

を数ヵ月訓練しこの兵をもって３回にわたってペルシアに遠征して戦果を収め、 更にペルシアの中

央部まで進出したのでペルシアはシリア以南の占領地をビザンチンに返還した。 かくて帝国は東方

に関する限り不安を解消したかの如くであったが、 これに投じた兵力と財力の損耗の打撃により、

ひきつゞいて帝国の前面に現れたイスラムの軍事力に対しては全く無力で、 ７世紀の３０年代以来相

つぐ戦争で全シリア、 エジプト、 小亜の一部を失い、 叉２年の抵抗の後 ｊｅｒｕｓａｌｅｍ も陥落し、 更

に北アフリカにおけるビザンチンの属州の一部もサラセンの手に帰した。 ７世紀末になるとサラセ

ンの艦隊はエーゲ海及びヘレスポント海峡を渡って

　

Ｃｙｚｉｃｕｓ 港を根拠地として夏の間の数カ月、

年 々

　

Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ をくりかえし包囲攻撃した。 しかしビザンチン軍の 「ギリシア火」（一種の焼

夷弾） に悩まされて目的を達せず６７７年にはその艦隊をひきあげた。 その後小亜におけるサラセン

の軍事行動も不成功に終りサラセンは却ってビザンチン皇帝は歳貢を納れる条件で和を結ばざるを

得なかった。
１８）

　

以上が 燐”α１９）設定の背景である。 ビザンチンの初期においては地方政治は全国を四つに分けた

その長官によって行われ、 総督は行政、 司法、 財政について完全な権力を持ち、 属州知事の任免を

も行ったのであるが、 軍隊にはその力は及ばなかった。 たゞ士官は総督の前に出るときは膝を屈し

て礼をすることになっていた２０｝ことは当時においては総督の地位が形式上軍人より上位にあったこ

とを物語るものであろう。 しかし６世紀末にアフリカ及びイタリアにおいてその防衛確保のために

軍司令官に総督を従属せしめることとした。 このような措置が以上のような帝国防衛の全面的な動

揺を機として全国的に拡充されるようになったことは当然であろう。 防衛のために新たに組織され

たβ聖αの数は９世紀において２５、
２１）１１世紀には領土の拡大もあったが主として細分化によって小

亜では２２、 地中海及びエーゲ海に５、 黒海北岸の地に２、ノ
ミルカン半島に１０、 南伊及びシンリ←に２、

計４１をかぞえる。２２）これらの 能”αの司令官は夫，々 の防衛的重要度によって俸給の支出元及び額を

異にし、 東方の司令官の俸給は中央より受けるが西方のそれは地方税より出され、 叉その額も小亜

の司令官の方が一般に ミルカン半島のそれよりも高給であった２３）が、
燐”α の細分化と小亜の燐”α

の優位とは、 地方軍事力－特に小亜の－が中央を脅かすほどに強力になったことを示すものであろ

う。
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以上のような 能”α の設定を通してみられる属州の軍事的勢力は更に

　

ｐｒｏｌｌｏｉａ の制によって強

化せられた。 Ｐｒｏｎｏｉａ の語がビザンチンの史料に現れたのは１１世紀であるが、 その語源からみて皇

帝より与えられたもの （主として土地） 及びそれに対する深い配慮を意味する語であった。
２４）しか

し既に１０世紀において軍務を条件として与えられる土地を示す語として用いられたことの証拠があ

ると Ｖａｓｉｌｉｅｖ は云っている。
２５）Ｐ・ｒｏｎｏｉａ は本来期限付の土地授与で多くの場合はその受封者の死

亡までのものであって相続叉は譲渡のできない性質のものであった。 ところがアジアの属州では９

世紀 （ヨーロッパでは１０世紀）に外敵の侵入が比較的遠のき、 叉商工業について順些な規制が行わ

れるようになると、 最も有利な投資の対象と考えられたのは土地であった。 かくて地方の大土地所

有者による小土地所有農民に対する収奪－－贈与、 賃貸借の名鱗で叉は有償でその土地を譲渡せし

める－－が行われた。 同じ経過が軍事土地でも行われ、 有力者は兵士の土地を多くは強制的にとり

あげた。 かくて小亜では Ｄａｌａｓｓｅｎｅｓ、 Ｐｈｏｋａｓ、
Ｓ１〈ｌｅｒｏｓ、 Ｃｏｍｎｅｎｅｓ、 Ｐａｌｅｏｌｏｇｕｅ 等の有力な軍

事貴族が成立した。 彼等はお互いに利害を共通にするところから結婚による結合をつくり、 叉アラ

ヴ人に対する共同作戦の必要から強力な社会的グループを形成した。２６）その有する力を頼みとして

彼等は中央政府に対してつねに発言権を要求し、 もし不平があればその兵力を動かして帝国を動揺

せしめたことが１０‐世紀後半にみられた。１１世紀のマケドニア朝の中央政府は軍事貴族の勢力を削ぐ

ために軍事費及び兵力を削減し、 防衛は傭兵によることとした。 しかし１２世紀になるとｐｒｏｎｏｉａの

制度はいよいよ広まり、 その所有者は司法、 行政の権利を行使し、 しかも期限付保有が世襲となっ

ていった。２７）一方マケドニア朝の末期には官僚の専制的傾向が強化されて軍隊の指揮官と対立し、
１０４３年の Ｇｅｏｒｇｅｓ Ｍａｎｉａｋｅｓ の、 及び１０４７年の Ｌｅｏｎ Ｔｏｍｉｋｉｏｓ の一つの属州の軍事貴族の叛乱

のごときはその日のうちに政府に鎮圧された。
２８）しかし帝国の辺境における外族の攻勢－－一西方の

Ｐａｔｚｉｎａｋｓ 及び Ｕｚｅｓ、 東方のセルジュクトルコ一一は特に小亜における軍隊の中央に対する発言

権を強め、 彼等の擁立する

　

ｌｓａａｋＩＫｏｍｎｅｎｏｓ はマケドニア朝最後の皇帝 ＭｉｃｈａｅＩＶＩ

　

を在位１

年にして譲位せしめて即位した。 帝は高官の俸給を減じ、 国庫の寄生物であった宮廷の高識者、 学

者、 僧侶の冗職を廃止して軍事貴族の支配を・確立しようとしたが官僚の勢力抜きがたくわずか２年

にして退位した。 代って官僚派の

　

Ｋｏｎｓｔａｎｔｉｎ Ｄｕｋａｓ が即位し兵力及び軍隊維持費の削減をはか

ったが、 外敵の絶えざる脅威は再び軍閥の力を必要としＲｏｍａｎｏｓＶＩが彼等の擁立によって即位し

た。帝は内外の問題を処理し得ず却って Ｍａｎｚｉｋｉｅｒｔ の戦（１０７１）にトルコに敗れ、 この機にＤｕｋａｓ

の子 ＭｉｃｈａｅＩＶＩＩが皇帝を宣したが、 以後帝国は内証とトルコの侵入によって無政府状態となった。

Ｊｓａａｋ

　

の甥 Ａ１ｅｘｉｏｓｌ（１０８１一１１１８）の内戦統一は軍事貴族階級の勝利を示すものであり、 それは

また少数の特に著名な大貴族の連合の上に成立したものであった。２９Ｊゴムネネ朝の時代は周辺の諸

族との絶えざる職の中にあったとともに、１１世紀に始まる十字軍との接衝等対外的に帝国の最大の

危機であった。特に Ｍａｎｕｅｌ工 （１１４３一１１８０） はその世界帝国の実現のために外交的軍事的活動を

華々しく展開したので、 帝国は経済的軍事的困難をも処理しなければならなかった。 ゴムネネ時代

の軍隊は 燐”αで募集されるものと傭兵とから成っていたが、 前者による供給は属州の人口減によ

って次第に困難になった。殊に小亜においては住民は外族の絶えざる侵入によって、 或いは捕虜と

して粒致され或いは都市に逃亡することを余儀なくされ、 耕作者を失った土地は兵士も税も供給し

得ないようになった。 Ｍａｎｕｅｌは以前には奴隷として売られていた捕虜を買い戻して耕作が放置さ

れてあった土地に落ちつかせたのは、 彼等を兵士の供給源としようと考えてのことであったがこの

方法は必ずしも効果をあげなかった。 もとからその土地にいた農民が自分達の近くに異民族が落ち

つくことにおびえて都市に避難することが一再ならずあったからである。
３０）こ に根本的に軍事力

を改善する必要を認め国防の任務を経済的に有力である大土地所有者即ちｐｒｏｎｏｉａの所有者に割当
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てたのであるが、 外族の侵入による国境の縮少は兵力供給源としてのＰｒｏｎｏｌａの意義を減じ、 これ

に代って傭兵が大きな役割をもつようになった。１２世紀のビザンチンの軍隊にはイギリス人、 ペチ

ュネージュ人、 フランス人、 ドイツ人等の傭兵が多く現れ、 １１世紀までの、 傭兵には軍の指揮はさ

せないという政策を探りえなくなって、１２‐世紀には傭兵でも非常に高い指ぎ軍官の地位につくものも

現れた。
３１）そして傭兵維持の費用は帝国と提携する同盟国及び臣属国に対する多額の報酬や豪著な

宮廷費などとともに納税者にか つたのであるが、 領土喪失によって減少した納税者に対する重圧

は、 ｏｃｈｒｉｄａ の大司教 Ｔｈｅｏｐｈｙｃｌａｔｅ をして 「徴税請負人は神の法及び人間の法を犯す山賊」とま

で云わしめたものであった。
３２）

　

即ち、 帝国存立の重要な一支柱であった軍隊は、 本来の防衛力の根幹たろヴ年αの軍隊、Ｐｒｏｎｏｉａ

の軍隊より傭兵本位の軍隊に移行するという過程を通じて、 軍隊の持っていた政治的発言権－－軍

人皇帝の選立－「が弱まっていったことは明かで、 次節にのべる１１８２年のＡｎｄｒｏｎｉｌ（ｏｓの畷起は、

軍人出身でない彼がそのような軍隊の失われた地位恢復の要望を巧みにつかんでその支柱としたも

のであり、 叉その点に彼の事業の脆さがあったと解すべきであろう。

　

｛
、３｝都市の民衆－－７世紀以後戴冠式は Ｓａｉｎｔ‐Ｓｏｐｈｉａ 寺において Ｓｅｎａｔ、 軍隊及び民衆のｆ表者

の立会のもとに行われた。
３３」即ち民衆はＳｅｎａｔ及び軍隊と並んでビザンチン国家における重要な政

治的要素をなしていたわけである。 そしてこれはローマにおける

　

Ｐｒｉｎｃｉｐａｔｕｓの理念がＤｉｏｋｌｅｔｉａｎ

－Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎ

　

の絶対主義を通しても尚存続 したものとして

　

ビザンチン国家の重要な一性格を形成

するものである。

　

ビザンチン帝国における都市の内部は幾つかの Ｄｅｌｌｉｅ（区） から成っていた。 Ｄｅｍｅはギリシア

の ｐｏｌｉｓ における・一つの行政単位であったが、
Ａ１ｅｘａｎｄｒｅ の遠征以後東方における新都市建設と

ともにその方面にもひろまった。 それは本来自治の組織で、Ｄｅｍｅとしての集会、 役人及び財産を

持ち且つ徴税、 軍務、 警察をも担当した。Ｓｅｖｅｒｕｓ 帝の時から軍務に服することはなくなったが、

５世紀におけるゲルマンの侵メ、に際して都市の防衛の任に就き、 ６世紀末叉は７世紀初めに正式に都

市防衛の一つの組織となった。
３４）ビザンチン時代に於てはＤｅｍｅは緑、 青、 白、 赤の色で表わされ

る四つの党を形成し、 やがて白と赤は吸収されて緑党、 青党の二つとなった。 はじめは都市の広場

で行われる戦車競技を中心としたスポーツ団体であったが、 次第に政治的色彩を帯びるようになっ

た。 この点に関しては、 緑党は下層階級の地区から起ったものであり従って党の区別は同時に階級

の利害の相違によるものとする説３）と、青党が貴族党、緑党が商工業者を中心とする下層民の党とす

るのは誤りで、 夫々の党の指導者層をなしていたのが貴族、 叉は下層民であったにすぎないとする

説３６）とが対立しているが、 宗教の面で青党がギリシア正教をとり緑党が単性説その他の東方の異教

の立場に立ったこと、 即ち党は宗教的立場を主として結集されたことを考えると、 一般に貴族階級

は伝統的宗教に拠り易いということを考慮にいれても、 後者の説が妥当であるように思われる。 特

に青党として帝位をえた

　

Ｊｕｓｔｉｎｉａｎ がその中央集権制を確立しようとするため Ｄｅｍｅ の影響下よ

り脱しようとして重課税に対する罰則を両党に差別なく適用しようとしたところから起ったＮｉｋａ

の叛乱 （５３２）３７）においては、 両党の協同態勢がみられたこともこのことを物語るものと思われる。

両党の協同態勢はさきにのべた６０２年の

　

Ｐｈｏｋａｓ の蜂起とともに首都に起った叛乱においてもみら

れた。 Ｈｅｒａｌ〈ｌｅｉｏｓ 帝がカルタゴに遷都しようとしたときも、 首都の市民の示した深刻な落胆とそ

の反対とは主教 Ｓｅｒｇｉｏｓのはげしい反対とともに帝をしてその計画を放棄させるだけの力をもって

いた。
３８）

　

このような Ｄｅｎ・ｅ の政治的威力は Ｄｅｌｌｌｅ が同時に一つの軍事力であったことに基くものであっ

た。 Ｄｅｍｅのもっていた治安防火と都市防衛の任務のうち前者は８世紀のイザウリア朝以後はその
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実質を失ったのであるが、 後者の点では親衛隊及び防衛隊の中核をなしていた。３９〕７世紀のはじめ
首都における民兵隊は緑党１５００人青党９００人計２４００人と報ぜられている。４０）

　

対立する党としての両党の抗争は届州にまで発展し、 たとえば、 Ｐ１・ｏｋａｓが青党を後楯として即

位し、 緑党を公職から追放したとき、 帝国内の全緑党は結束してこれに抗し、 Ａｎａｔｏｌｉａ、 Ｃｉｃｉｌｉａ、
Ｐａｌｅｓｔｉｎａ、 Ｔｈｅｓｓａｌｏｎｉｋａ等で叛乱を起した。 即ち７世紀初期においては、 緑党も青党も帝国の比

較的大きしＹ都市ではまだ充分な政治的役割を果していたといえる。 その後においても、 民衆の政治

的感覚が皇帝の政策によって刺戟せられた場合に、 党活動として発動せられた。Ｈｅｒａｋｌｅｉｏｓ朝特に

Ｊｕｓｔｉｎｉａｎｌｌ（６８５一６９５） の自由農民保護政策は貴族階級の不満をひき起すとともに、 その植民政策

が民衆を強制的に未知の地に追いやったことや、 苛酷な徴税を行ったことなどは青党を中心とする
Ｌｅｏｎｔｉｏｓ 帝 （６９５一６９８） の擁立に至らしめ、 Ｌｅｏｎｔｉｏｓ 帝がアラヴ人のアフリカ侵略を防ぎ得ずし
てカルタゴの地を放棄したとき、 艦隊の叛乱は首都の青党の民兵の擁立するＴｉｂｅｒｉｏｓｌｌ（６９８一７０５）

を即位せしめ得た。

　

ところがマケドニア朝は市町村の自治を禁止し、 都市のＳｅｎａｔを閉鎖し且つ市町村における選挙

をすべて禁止する政策によって中央集権政治と官僚制とを完成した。この際青党緑党の領袖は皇帝
の官僚として吸収されしかもその地位は比較的つまらないものであった４１）ところから、 かつて強力

であったＤｅｌｎｅはその政治的意義を喪失し、 代表者が宮廷の儀式に出席し民衆は皇帝に対してＦ渇釆

を送るだけの装飾的役割を演ずるにすぎないものとなってしまった。

　

中世を通じて、 ビザンチンの商業は、 西欧のそれに比して格段の繁栄を保ち、 １１世紀における

Ｋｏｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ の人口は１００万に近く、
４２）１３世紀の初めＲｏｂｅｒｔｄｅＣ１ａｒｉ の記すところによると世

界の財産の２／３は Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ にあり残りの１／３がその他の世界にばらまかれていた４３）という。 ヨ

ーロッパとアジアの接合点、
バルカンと ドナウ以北の地の合流点としての Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌ がその

ような繁栄を持ちえたことは当然であるが、 その他Ｔｈｅｓｓａｌｏｎｉｋａ、 Ｐｅｌｏｐｏｎｎｅｓ、 Ｔｈｅｂｅｎ、 Ｓｐａｒｔａ

等のギリ シア都市、 バルカンの海港 Ｄｙｒｒａｃｈｉｏｎ、Ｃｏｒｃｙｒａ、半島部のＤｅｌｎｅｔｒｉａｓ、小亜側のＡｂｙｄｏｓ、
Ｔｒｅｐｅｚｕｎｔ、

Ａｎｔｉｏｃｈ、
Ｍａｍｉｓｔｒａ、 Ａｄａｎａ、 Ｔａｒｓｏｓ、

Ａｔｔａｌｅｉａ、 Ｃｈｉｏｓ、 Ｐｈｏｋａａ 等が商業の繁栄

をもって知られ、１１世紀にはそれらの地にヴェニス人が商館を開くことを要求している。４４）しかし

これらの商業の基本的性格は著修品を主とする消費財を対象とするものであり、 商業の基盤をなす

生産も西欧中世の

　

Ｚｕｎｆｔを思わせるものがありしかもそれは国家による諸種の制限を受けた。
４５）従

ってビザンチンの商工業は発展性をもつものではなく、 特に Ｍａｎｕｅｌｌの世界政策４６）に基く派手な

外交政策とハンガリー、 セルビア殊にノルマンとの抗争、 小亜属州の兵力源財源としての無力化、

十字軍による国内の荒→京等は自由農民の没落という現象を通して帝国を封建化の道に押し進めて行

った。 このような状態のもとにあって商業はヴェニスその他イタリア諸市に対して与えられた特権

のもとに運営せられ、 土着の商業及び手工業はその活動の場所を失い、 従って市民の政治的意志表

示はかつてのごとき組織的なものではあり得ず、 激発的な騒乱としてのみしか表現され得なくなっ

た。 民衆が移り気によって動く存在と化したことは Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ の事件が如実に現わしている。

　

註

　

１） Ｄｉｅｈｌ：ｉｂｉｄ．ｐ．４９÷５０． では ３９５一１４９５年の間の１０７人の皇帝のうち、 ベッドで生涯を終ったもの

　　　　　

３４人、 戦死叉は事故死が８人、 他は退位強要、 毒殺、寵殺、 圧殺、不具刑、国外追放など。 叉１０５８

　　　　　

年間における宮廷、 街上、 兵営の革命６５という数字をあげている。

　　　

２） 美濃部達吉訳：イエリネック人権宣言外三篇 （原田慶吉；ロ←マ法の原理、１７３頁より引用）．

　　　

３） 原田慶吉：ローマ法の原理 （昭和２７年） 第１０章．

　　　

４） 原田慶吉：同上、４０一４１頁．

　　　

５） ＫａｒａｙａｎｎｏＰｕｌｏｓ：Ｄｅｒｆｒｔｉｈｂｙｚａｎｔｉｎｉｓｃｈｅ Ｋａｉｓｅｒ．〔ＢｙｚａｎｔｉｎｉｓｃｈｅＺｅｉｔｓｃｈｒｉｆｔ．Ｂｄ，４９（１９５６）．

　　　　　

Ｈｅｆ［２．ｓ．３８１－３８２〕．

　　　　

６） 。ｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ＧｅｓＣｈｉｃｈｔｅｄｅｓｂｙｚａｎｔｉｓｃｈｅｎＳｔａａｔｅｓ．１９５２．ｓ．３１．



斎

　　

藤

　　

二

　　

郎

７） Ｖａｓｉｌｉｅｖ：ｉｂｉｄ．ｐ．ｉ１２一１１３．

８） Ｌｉｎｄｓａｙ：ｉｂｉｄ．ｐ，７１．

９） Ｖａｓｉｉｉｅｖ：ｉｂｉｄ．ｐ．１５８．

１０） ｏｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．９２．－－東洋からとりいれられた不具刑の最初のものという。

ｉｌ） ｏｓｔ「ｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．９３．

１２） 。ｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．１９８，

１３） Ｕｒｅ：ｉｂｉｄ．ｐ．１０２．

１４） ｏｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．２７２．

１５） Ｂｒ各ｈｉｅｒ：Ｖｉｅｅｔ ｍｏｒｔｄｅ Ｂｙｚａ１．ｃｅ．１９４８，ｐ．２９７．

１６Ｊ

　

０ｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．３５‐‐３６．

１７） Ｖａｓｉｌｉｅｖ：ｉｂｉｄ．ｐ．１４０．

１８） Ｖａｓｉｌｉｅｖ：ｉｂｉｄ．ｐ．１９６．ｆｆ．

１９） その成立時期については渡辺金一：「テマ」（βｅｍａ） 制度成立の時期をめぐる論争・の現況 （史学雑誌

　　

６５ノｉｏ）．

２０） Ｒｕｎｃｉｍａｎ：Ｂｙｚａｎｔｉｎｅ Ｃｉｖｉｌｉｓａｔｉｏｎ．１９５６．ｐ．６９．

２１） Ｒｕｎｃｉｍａｎ：ｉｂｉｄ．ｐ．７２．

２２） Ｂｒｅｈｉｅｒ：ｉｂｉｄ．Ｔａｂｌｅｄｅｓｃａｒｔｅｓ による。

２３） ｏｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．２０３．－－－ＬｅｏｎＶ１（８８６一９１２） 時代 Ａｎａｔｏｌｉａｋｏｎ，Ａｒｍｅｎｉａｋｏｎ，Ｔｈａｒｋｅｓｉｏｎ

　　

（いずれも小亜のテマ） の司令官は年４０ポンド、 ｏｐｓｉｋｏｎ，Ｂｕｋｅｌｌａｒｉｏｎ （小亜）、 Ｍａｋｅｄｏｎｉｅｎ（本

　　

土） は３０ポンド等の如し。
２４） Ｖａｓｉｌｉｅｖ：ｉｂｉｄ．ｐ．５６７一５６８．

２５） Ｖａｓｉｌｉｅｖ：ｉｂｉｄ．ｐ．５８８．－－但し ｏｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ はマケ ドニア朝及びデュカス朝に於てはＰｒｏｎｏｉａに

　　

は軍事的任務はなく、 ゴムネネ朝初代の Ａ１ｅｘｉｏｓｌ（１０８１‐１１１８） に至ってそうなったと主張してい

　　

る （ｏｓ［ｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．２９４）．

２６） Ｌｅｖｔｃｈｅｎｋｏ：ｉｂｉｄ．ｐ．１７５一１７６，

２７） Ｌｉｎｄｓａｙ：ｉｂｉｄ．ｐ．１６４．

２８） Ｌｅｖｔｃｈｅｎｋｏ：ｉｂｉｄ．ｐ．１９５．

２９） Ｌｅｖｔｃｈｅｎｋｏ：ｉｂｉｄ．ｐ．２２１一２２２．

３０） Ｌｅｖｔｃｈｅｎｋｏ：ｉｂｉｄ．ｐ．２３５．

３１） Ｌｅｖｔｃｈｅｎｋｏ：ｉｂｉｄ．ｐ．２３６一２３７．

３２） Ｌｅｖｔｃｈｅｎｋｏ：ｉｂｉｄ．ｐ．２３８．

３３） Ｒｕｎｃｉｍａｎ：ｉｂｉｄ‐ｐ．５５．

３４） Ｌｉｎｄｓａｙ：ｉｂｉｄ．ｐ．５２－５３．

３５） Ｖａｓｉｌｉｅｖ：ｉｂｉｄ．ｐ．１５５－１５６． 及び１５６の註。

３６） ｏｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．５５－５６．

３７） Ｌｉｎｄｓａｙ は、 この叛乱は党の領袖達に対して怨恨を持った兵士達が絶望的になった農民の援助のも

　　

とに行われたものという。（ｉｂｉｄ．ｐ．１２１）．
３８） ｏｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ・ｓ，７６．

３９） ＲＬ－ｎｃｉｍａｎ：ｉｂｉｄ．ｐ．５９．

４０） ｏｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．５５の註。

４１） ｏｓｔｒｏｇｏｒｓｋｙ：ｉｂｉｄ．ｓ．２０‘．

４２） Ｐｉｒｅｎｎｅ： ＭｅｄｉｅｖａＩＣｉｔｉｅｓ．１９５６．１〕．６０．

４３） Ｄｉｅｌ１１：ｉｂｉｄ．ｐ．１０．

４４） Ｌｅｖｔｃｈｅｎｋｏ：ｉｂｉｄ．ｐ．１６９．

４５） Ｌｅｖｔｃｈｅｎｋｏ：ｉｂｉｄ．１）．１７２．

４６） Ｎｏｒｄｅｎ：ＤａｓＰａｐｓｔ［ｕｍ ｕｎｄ Ｂｙｚａｎｚ．１９０３．ｓ．１０６．

（５）

　

ゴムネネ家の傍系として波渦の生涯１） をもった Ａｎ（ｌｒｏｎｉｋｏｓ

　

が６０才をすぎて纂奪の業を起すこ

とができたのは、 一つには彼自身のもつ特異な性ォ各２）もあったのではあるが、 次第に強まってゆく

西欧勢力の浸透と封建貴族の優勢化に対し、Ｓｅｎａｔが装飾物化したあと没落しながらわずかに残存

していた政治的要素としての軍隊と民衆とを背景とし支柱とする野心的政治家の最後の抵抗であっ
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たことによるものである。

　

ビザンチンにとって関心をはずすことができない最大の外国勢力は南伊のノルマン王国と商業都

市共和国ヴェニスであり、 しかもこの二大勢力はビザンチンに対して或るときはその一方が味方と

なり叉或るときは両者合体して帝国の敵となるという厄介な存在であった。 ヴェニスはアドリア東

岸の地にノルマンが定着することを以て自国の商業上の障害とし、１８０１年ノルマンのビザンチン攻

撃に際しては Ａ１ｅｘｉｏｓｌの救援に応じて艦隊を出してこれを援け、 その報償として爾後ビザンチン

の急に際しては赴援する代り極めて有利な通商条約 （Ｋ０ｎｓｔａｎｔｉｎｏｐｅｌに商館をおき、 叉帝国の諸

港に自由に出入し貿易し得る） を締結し得た。 これは貿易に関する限りビザンチンの国家主権を否
定したにもひとしいものであったために爾後の紛争の種となった。 ところが Ｍａｎｕｅｌｌの南伊恢復

政策はヴェニスの利害に反するものであったからヴェニスはこれに反対し、 帝はこれに対する報復

として１１７１年国内にいるヴェニス人を逮捕した。
ぼ」ヴェニスは勿論艦隊をエーゲ海に派したが奏効

せず、 ために１１７５年ヴェニスはその年来の敵たるノルマンと結ぶにいたった。４） Ｍａｎｕｅｌｌもこの

二大勢力の合体には抵坑の力なくヴェニスの前の特権を確認せざるを得なかった。 国民のヴェニス
に対する不信、 反感は、 ＧｒｅｇｏｒＶＩ以来のローマ教会の東方教会への攻勢、

５） ノルマンの脅威、 十

字軍を機とする ドイツの世界政策よりするビザンチン帝国への対立６）とともに、 西欧人一般にまで

拡大された。 特に Ｍａｎｕｅｌｌ

　

の皇后であり Ａ１ｅｘｉｏｓｌｌ帝 （１１８０一１１８２） の摂政となった Ｍａｒｉｅが

ラテン人であったことは更にこの気勢に油をそ いだ。 Ｍａｒｉｅ はその摂政に当って寵臣 Ａ１ｅｘｉｏｓ

Ｋｏｍｎｅｎｅ（Ｍａｎｕｅｌの甥）に実権を行使せしめたが、 両者の行う人事はゴムネネ家一族の間に不評
をひきおこし、 叉その親ラテン政策の強化は国民の憎悪を甚だしくした。 この際 Ｍａｎｕｅｌｌによっ
てうとまれ約３０年間投獄、 追放、 放浪の生活を余儀なくされたＡｎｄｒｏｎｉｋ（）ｓが Ｍａｒｉｅ及びＡ１ｅｘｉｏｓ
Ｋｏｍｎｅｎｅ の対立者として特に首都の民衆から期待されたのは当然であった。 彼はこの状勢の中に
幼帝 Ａ１ｅｘｉｏｓｌｌを側姦より護るというロ実のもとに小亜より兵をあげて首都に向ったのであるが、
Ａ１ｅｘｉｏｓ Ｋｏｍｎｅｌｌｅ がその海峡渡航阻止のために？反した艦隊の指揮官は寝返って Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓを迎

えた。 これをきっかけとして首都に叛乱が起り７）Ａ１ｅｘｉｏｓ は逮捕の上盲刑にされ、 同時にラテン人

に対する大虐殺が始まった。
８）Ｍａｒｉｅ は絞殺せられ、 Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ は幼帝の Ｍｉｔｋａｉｓｅｒ となった

後間もなく Ａ１ｅｘｉｏｓｌｌ

　

を絞殺しその遺体を河流に投じた。 彼はその帝位の合法性を主張するため

に Ａ１ｅｘｉｏｓｌｌの寡婦 Ａｎｎｅ（１２才） と結婚 （みずからは６３才） し、 なお主教を交迭して新主教によ
って戴冠した。

Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ は民衆保護を第一の政策とした。 官吏の俸給を高くすることによって収賄の根絶を

期し私利をはかる徴税吏を厳罰に処し、大土地所有者を圧し多くの貴族を死刑にした。「Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ

という名は魔法の言葉のごとく収奪者を逃げ出させた。」９）民心の粛正の点でも従来 「海草の権利」
と称して嵐で海岸にうちあげられた難破船を掠奪するという蛮風が行われていたのを根絶させるこ

とにも成功した。１０かくて彼の政治のもたらした収奪の停止、 国庫収入の増加、 物価の低落は商工

業者、 農民の共感と支持を受けることができた。 彼もまた、 みずから民衆の友であることを示すポ

ーズを忘れなかった。 彼は 「四十人の殉教者教会」 の北門の近くに自分の像をたてたが、 その像は

皇帝服も君主としての黄金の装飾もつけず、 労働で押しひしがれた、 控え目な、 そして大きな鎌を

持った労働者としての姿であった。
”）同時代の ＴｈｅｓｓａｌｏｎｉｋａのＥｕｓｔａｔｈｉｕｓによると Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ

は 「民衆にとっては神そのものよりも親しい人、 少くも神にすぐっゞくもの」１２）であった。
Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ の民衆の側に立つ政治は当然反貴族の政治であり、 しかもそれは強い抵坑を排する

ためのテロリズムとして現わされた。 この政策に抵坑するものには財産没収、 盲刑、 絞刑等をもっ

てむくいたのであるが、 押しつめられた貴族はその立直りのより所をＡｎｄｒｏｎｉｋｏｓ及び民衆の敵ラ



．斎

　　

藤

　　

二

　　

郎

テ ン人に求めた。１１８２年の大虐殺はイタリア諸市をして復讐を思わしめたのであるが、更に Ａｎｄｒｏ‐

ｎｉｋｏｓ がＳａｌａｄｉｎ と結んでシリアのキリスト教国を分割領有しようとしたこと１３）は西方諸勢力をし

てビザンチンと正面対決の止むを得ないこと、 むしろビザンチン国家絶滅の好機なることを思わし

めた。 かくてノルマン王 Ｗｉｌｌｉａｍｌｌ の準備した遠征軍は Ｔｈｅｓｓａｌｏｎｉｋａ を陥れ、１１８２年の復讐と

してこの町を破壊し市民を虐殺し、 更に首都に迫った。

　

もともと反ラテン主義に凝りかたまった国民が

　

Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ

　

に期待したところのものはその政

策の具体化であったのであるが、 彼はこれに対する何らの手をも打つことをしなかった。 国民から

いえば Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ は約束を守らない皇帝であり、今ノルマンが首都に迫りつ ある状況において

は彼等にとって不満足な存在となってしまった。 彼が首都の市民の娯楽費を節減したことも市民の

心を離叛せしめた一因であった。 彼が最も目をかけた農民は政治に重要な役割を持たず、 いずれに

しても彼を助ける余裕もなかった。１１８５年の首都の民衆の叛乱はたやすくＡｎｄｒｏｎｉｋｏｓを捕え且つ

惨殺 してしまった。 貴族勢力の代表としてＡ１・ｄｒｏｎｉｋｏｓに最も尖鋭な対立をっゞけてきた ｌｓａａｋｌｌ

が皇帝宣言を行うことによって、 ビザンチン史におけるュ二←クな頁はわずか３年にして閉ぢられ

るとともに、 没落過程にあったビザンチンの政治的三要素の歴史的使命も終了した。

　

Ａｄｒｏｎｉｋｏｓの史的意義は下層階級中心の政治に果敢にとり組んだところにあった。 しかしながら

彼の出現が、 曽っては健全な政治的判断の表現であった Ｓｅｎａｔ、 軍隊、 都市の民衆がいずれもその

本質的たるものを喪失してしまっていた時代であったということは彼にとって致命的であったとい

わなければならない。イタリア諸市の経済的発展、 独、 仏における封建体制の完成と国民国家とし

ての萌芽の発生等によって、 中世世界においてひとりぬきんでていたと思われていたビザンチンの

地位をゆるがす諸勢力が十字軍を契機として東方に対して新たなる視野を展開してきた時代に於て

Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ の対外的民衆指導は全く無策であった。Ｎｏｒｄｅｎ はいう。
１４） －「皇帝 （Ｍａｎｕｅｌ）の

対外政策は自発的に西欧化する （ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓｉｅｒｅｎ） することによって、 強制される西欧化からビ

ザンチン国家を護ることにあったのであるが、１１８２年のラテン人虐殺はこの賢明な政策を無にして

しまった。」 Ａｎｄｒｏｎｉｋｏｓ の有能を以てして、 もしこの途を押し進めることができたとすれば、１２０４

年の帝国の崩壊を回避することが可能であったばかりでなく、 ビザンチンにおける民主的要素－－

Ｓｅｎａｔ、 軍隊、 都市の民衆

　　　

にもう一度立直りを与え、 且つは以後の歴史においてビザンチン世

界を混迷の一隅たらしめなかったのではなかろうか。勿論西欧世界との接触交渉によるその変容は

必然であったとしても。
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